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Ⅱ-４．財政
ざいせい

のあり方
かた

 

(1) 障害
しょうがい

福祉
ふくし

予算
よさん

 

【表 題
ひょうだい

】積 算
せきさん

の根 拠
こんきょ

となるデータ
で ー た

の把握
はあく

 

【結 論
けつろん

】 

○ 国
くに

は、従 来
じゅうらい

の障 害 者
しょうがいしゃ

の定義
ていぎ

にとらわれずに、公 的
こうてき

支援
しえん

を必 要
ひつよう

とする

とするすべての障 害 者
しょうがいしゃ

の実 数
じっすう

、生 活
せいかつ

実 態
じったい

（世帯
せたい

状 況
じょうきょう

、就 業
しゅうぎょう

状 況
じょうきょう

、収 入
しゅうにゅう

、

障 害
しょうがい

に伴
ともな

う支 出
ししゅつ

等
とう

）、市区
し く

町 村
ちょうそん

ごとの障 害
しょうがい

関 連
かんれん

の社 会
しゃかい

資源
しげん

の実 態
じったい

を

把握
はあく

し、予算
よさん

措置
そ ち

に必 要
ひつよう

な基礎
き そ

データ
で ー た

を把握
はあく

すべきである。 

 

【説 明
せつめい

】 

本 来
ほんらい

であれば、障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

についての骨 格
こっかく

提 言
ていげん

にあたり、あ

わせて財 政 面
ざいせいめん

の積 算
せきさん

（予算
よさん

規模
き ぼ

の推 計
すいけい

）を行
おこ

なうべきかも知
し

れない。し

かし、そのためには基礎的
きそてき

なデータ
で ー た

が余
あま

りにも不足
ふそく

している。例
たと

えば、知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

やいわゆる谷間
たにま

の 状 態
じょうたい

に 置
おき

かれている 障 害 者
しょうがいしゃ

の 実 数
じっすう

（知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

については、国 際
こくさい

比較
ひかく

などからみて発 表
はっぴょう

されている数値
すうち

を疑問視
ぎもんし

する見 解
けんかい

が尐
すく

なくない）、障 害 者
しょうがいしゃ

の生 活
せいかつ

実 態
じったい

（世帯
せたい

状 況
じょうきょう

、就 業
しゅうぎょう

状 況
じょうきょう

、

収 入
しゅうにゅう

、障 害
しょうがい

に伴
ともな

う支 出
ししゅつ

等
とう

）、また市区
し く

町 村
ちょうそん

ごとの障 害
しょうがい

関 連
かんれん

の社 会
しゃかい

資源
しげん

の実 態
じったい

（事 業
じぎょう

種 類
しゅるい

別
べつ

の設置数
せっちすう

など）などについても正 確
せいかく

な数値
すうち

は公 表
こうひょう

さ

れていない。したがって、国
くに

は、障 害
しょうがい

に関 連
かんれん

した予算
よさん

措置
そ ち

に必 要
ひつよう

な基礎
き そ

データ
で ー た

を把握
はあく

すべきである 

 

 

【表 題
ひょうだい

】財 政
ざいせい

についての基本的
きほんてき

な視点
してん

 

【結 論
けつろん

】 

○ 障 害
しょうがい

関 連
かんれん

の財 政
ざいせい

規模
き ぼ

については、OECD加盟
かめい

国
くに

の平均値並
へいきんちな

みの水 準
すいじゅん

を

確保
かくほ

すること。 

○ 財 政
ざいせい

における地域間
ちいきかん

格差
かくさ

の是正
ぜせい

を図
はか

り、その調 整
ちょうせい

の仕組
し く

みを設
もう

けるこ

と。 

○ 財 政
ざいせい

設 計
せっけい

にあたっては、一 般
いっぱん

施策
しさく

での予算化
よさんか

を追 求
ついきゅう

すること。 
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○ 障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の推 進
すいしん

と経 済
けいざい

効果
こうか

等
とう

の関 連
かんれん

を客 観 的
きゃくかんてき

に推
お

し量
はか

ること。 

 

【説 明
せつめい

】 

 積 算
せきさん

作 業
さぎょう

の 前 提
ぜんてい

として、また制定後
せいていご

の 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

がより

実 質 的
じっしつてき

で効 力
こうりょく

のある法 律
ほうりつ

となるために、財 政 面
ざいせいめん

でとくに留 意
りゅうい

すべき４

つの視点
してん

がある。 

 

１．障 害
しょうがい

関 連
かんれん

の財 政
ざいせい

規模
き ぼ

については、OECD加盟
かめい

国
くに

の平均値並
へいきんちな

みの水 準
すいじゅん

を

確保
かくほ

すること。 

  

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の予算
よさん

水 準
すいじゅん

のあり方
かた

を考
かんが

える上
うえ

で、参 考
さんこう

になるのが OECD

諸 国
しょこく

との比較
ひかく

である。地域
ちいき

生 活
せいかつ

をささえる支援
しえん

サービス
さ ー び す

の予算
よさん

規模
き ぼ

（障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい

する現 物
げんぶつ

給 付
きゅうふ

。ほぼ障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

によるサービス
さ ー び す

費用
ひよう

に相 当
そうとう

）について、OECD諸 国
しょこく

の対
たい

GDP比
ひ

平 均
へいきん

を計 算
けいさん

したところ、

0.392％（小
しょう

数 点
すうてん

第
だい

４位
い

を四捨五入
ししゃごにゅう

）であった（OECD SOCX2010。2007年
ねん

データ
で ー た

。34カ国
かこく

のうち、データ
で ー た

なしのアメリカ
あ め り か

・カナダ
か な だ

を除
のぞ

く 32カ国
かこく

を

集 計
しゅうけい

）。 

ところが、日本
にほん

は 0.198％（１兆
ちょう 1

1138 億円に相 当
そうとう

）であり、OECD諸 国
しょこく

の

なかで第
だい

18位
い

であった。これを平均値並
へいきんちな

み（GDP の 0.392％）に引
ひ

きあげる

には、GDP比
ひ

0.193％（約
やく

1兆
ちょう

857億 円
おくえん

）の増 額
ぞうがく

が必 要
ひつよう

であり、総 計
そうけい

で現 在
げんざい

の約
やく

2倍
ばい

に当
あ

たる２兆
ちょう

2051億 円
おくえん

となる。また 10位
い

（0.520％）以内
いない

では約
やく

2.6倍
ばい

に当
あ

たる２兆
ちょう

9251億 円
おくえん

となる。（2007年
ねん

の日本
にほん

の GDP総 額
そうがく

は 562兆
ちょう

5200億 円
おくえん

）。 

 

 以 上
いじょう

のデータ
で ー た

から見
み

ても、日本
にほん

の 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

の 水 準
すいじゅん

は、OECD

諸 国
しょこく

に比
ひ

して極
きわ

めて低 水 準
ていすいじゅん

であり、尐
すく

なくともこれを OECD加盟
かめい

国
くに

の

平均値並
へいきんちな

みの水 準
すいじゅん

に引
ひ

き上
あ

げることが求
もと

められるが、その際
さい

、支 出
ししゅつ

・

給 付 面
きゅうふめん

と国 民
こくみん

負担率
ふたんりつ

などの負担面
ふたんめん

を合
あ

わせて総 合 的
そうごうてき

に検 討
けんとう

を行
おこな

う

べきである。 

 

２．財 政
ざいせい

における地域間
ちいきかん

格差
かくさ

の是正
ぜせい

を図
はか

り、その調 整
ちょうせい

の仕組
し く

みを設
もう

ける
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こと。 

  

障 害 者
しょうがいしゃ

が 障 害
しょうがい

のない 人
ひと

と分
わ

け 隔
へだ

てられることのない 平 等
びょうどう

な地域
ちいき

生 活
せいかつ

を営
いとな

むためには、市区
し く

町 村
ちょうそん

を中 心
ちゅうしん

とする地方
ちほう

自治体
じちたい

において、

最 低 限
さいていげん

の社 会
しゃかい

資源
しげん

を確保
かくほ

できるだけの財 政 力
ざいせいりょく

の担保
たんぽ

が必 要
ひつよう

である。

財 政 力
ざいせいりょく

に大
おお

きな開
ひら

きがあるなか、現 行
げんこう

の国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

については、

結果的
けっかてき

に施策
しさく

水 準
すいじゅん

の自治体間
じちたいかん

格差
かくさ

を助 長
じょちょう

するものとなり（基 準
きじゅん

を超
こ

え

ることに対 応
たいおう

できる自治体
じちたい

とそうでない自治体
じちたい

との格差
かくさ

が顕在化
けんざいか

）、また

社 会
しゃかい

資源
しげん

の地域
ちいき

偏 在
へんざい

も目
め

に余
あま

るものがある。 

国
くに

は、ナショナルミニマム
な し ょ な る み に ま む

の 保 障
ほしょう

という 観 点
かんてん

から都道府県
とどうふけん

並
なら

びに

市 町 村
しちょうそん

が 実 質 的
じっしつてき

に地域
ちいき

主 権
しゅけん

を発揮
はっき

し、その責務
せきむ

を果
は

たせるだけの

財 源
ざいげん

を安 定 的
あんていてき

に確保
かくほ

するとともに、財 政
ざいせい

の調 整
ちょうせい

を図
はか

る仕組
し く

みを設
もう

け

るべきである。 

 

３．財 政
ざいせい

設 計
せっけい

にあたっては、一 般
いっぱん

施策
しさく

での予算化
よさんか

を追 求
ついきゅう

すること。 

  

従 来
じゅうらい

、障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい

する財 政
ざいせい

は、いわゆる特 別 枠
とくべつわく

の設 定
せってい

という形
かたち

で

これが進
すす

められてきた。例
たと

えば、障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

に伴
ともな

う予算
よさん

に関
かん

し

ては、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

から障 害 児
しょうがいじ

関 連
かんれん

施策
しさく

、福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

などに至
いた

るま

で、そのすべてが障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

関 連
かんれん

予算
よさん

という枠組
わくぐ

みで編 成
へんせい

され

ている。特 別 枠
とくべつわく

の膨 張
ぼうちょう

は予算
よさん

獲 得
かくとく

の戦 略 上
せんりゃくじょう

、決
けっ

して有利
ゆうり

な条 件
じょうけん

とは

言
い

えず、他方
たほう

、ユニバーサル
ゆ に ば ー さ る

政 策
せいさく

の潮 流
ちょうりゅう

からみても障 害 者
しょうがいしゃ

の福祉
ふくし

施策
しさく

に

関
かん

する予算
よさん

を特 別
とくべつ

の枠
わく

で設 定
せってい

することは好
この

ましい形
かたち

とは言
い

い難
がた

い。

医 療
いりょう

、障 害
しょうがい

のある児童
じどう

、住 宅
じゅうたく

、就 労
しゅうろう

に関 連
かんれん

する施策
しさく

の予算
よさん

については、

できる限
かぎ

り国 民
こくみん

一 般
いっぱん

の施策
しさく

に参 入
さんにゅう

することを追 求
ついきゅう

すべきである。 

 

４．障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の推 進
すいしん

と経 済
けいざい

効果
こうか

等
とう

の関 連
かんれん

を客 観 的
きゃくかんてき

に推
お

し量
はか

ること 

  

障 害 者
しょうがいしゃ

の福祉
ふくし

施策
しさく

関 連
かんれん

予算
よさん

については、決
けっ

して一 方 的
いっぽうてき

な消 費
しょうひ

だけ

ではなく、高 齢 者
こうれいしゃ

や子
こ

どもの支援
しえん

策
さく

と合
あ

わせて、それ自体
じたい

が地域
ちいき

の経 済
けいざい

効果
こうか

に波 及
はきゅう

するという見 解
けんかい

が示
しめ

されつつある。企 業
きぎょう

以 上
いじょう

に全 国
ぜんこく

規模
き ぼ
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で満 遍
まんべん

なく設置
せっち

の可能性
かのうせい

が大
おお

きい事 業 所
じぎょうしょ

は障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

の事 業 所
じぎょうしょ

であ

り、いわゆる雇用
こよう

創 出
そうしゅつ

の観 点
かんてん

からだけでも有 効 性
ゆうこうせい

が期待
きたい

される。また、

経 済 面
けいざいめん

の波 及
はきゅう

効果
こうか

だけではなく、偏 見
へんけん

や無理解
むりかい

が根深
ねぶか

い障 害
しょうがい

分野
ぶんや

にあ

って、障 害
しょうがい

関 連
かんれん

の事 業 所
じぎょうしょ

の存 在
そんざい

そのものが地域
ちいき

住 民
じゅうみん

に対
たい

する啓 発
けいはつ

効果
こうか

や教 育
きょういく

効果
こうか

をもたらすことになろう。障 害
しょうがい

分野
ぶんや

への財 政
ざいせい

支 出
ししゅつ

は、

地域
ちいき

のあり方
かた

や社 会
しゃかい

のあり方
かた

にもポジティブ
ぽ じ て ぃ ぶ

な影 響
えいきょう

をもたらすのだと

いうことを押
お

さえるべきである。なお、これらに関
かん

する記 述
きじゅつ

は、すでに

厚 生
こうせい

労 働
ろうどう

白 書
はくしょ

（22年 版
ねんばん

、156頁
ぺいじ

）においてもなされている。 

 

 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

の漸 進 的
ぜんしんてき

な拡 充
かくじゅう

 

【結 論
けつろん

】 

○ 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

の拡 充
かくじゅう

が必 要
ひつよう

である。 

○ 予算
よさん

の引
ひ

き上
あ

げに際
さい

しては、障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の施行
しこう

に伴
ともな

うサービス
さ ー び す

利用
りよう

対 象 者
たいしょうしゃ

の増加
ぞうか

状 況
じょうきょう

と福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の拡 充
かくじゅう

を踏
ふ

まえ、目 標
もくひょう

達 成
たっせい

年次
ねんじ

を定
さだ

めて漸
すすむ

次 的
つぎてき

に推 進
すいしん

する。 

 

【説 明
せつめい

】 

我
わ

が国
くに

は世界的
せかいてき

にも突 出
とっしゅつ

した財 政
ざいせい

赤字
あかじ

を抱
かか

え、大 震 災
だいしんさい

からの復 興
ふっこう

・

再 生
さいせい

にも多額
たがく

の費用
ひよう

が必 要
ひつよう

とされている。さらに、世界
せかい

でも類
たぐい

を見
み

ない尐 子
しょうし

高齢化
こうれいか

社 会
しゃかい

を迎
むか

えている。当 然
とうぜん

、それを支
ささ

える年 金
ねんきん

、医 療
いりょう

、福祉
ふくし

などの

社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

制度
せいど

のあり方
かた

とその財 源
ざいげん

確保
かくほ

は、我
わ

が国
く

にとって大
おお

きな課題
かだい

とな

っている。障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

に係
かかわ

る制度
せいど

並
なら

びに予算
よさん

の問 題
もんだい

は、これらと切
き

り離
はな

し

て検 討
けんとう

することは困 難
こんなん

である。 

したがって、障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

への予算
よさん

配 分
はいぶん

の強 化
きょうか

については、国 民
こくみん

の理解
りかい

を

得
え

る取
と

り組
く

みが重 要
じゅうよう

と考
かんが

える。特
とく

に、現 行
げんこう

の障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

における質 的
しつてき

充 実
じゅうじつ

に係
かかわ

る大 幅
おおはば

な予算
よさん

の拡 充
かくじゅう

を求
もと

める場合
ばあい

は、医 療
いりょう

や年 金
ねんきん

、福祉
ふくし

等
とう

を含
ふく

めた社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

全 般
ぜんぱん

との関 連
かんれん

のなかでの取組
とりく

みによって、漸 進 的
ぜんしんてき

に進
すす

めて

いくことが適 当
てきとう

である。 
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（２）支援
しえん

ガイドライン
が い ど ら い ん

に基
もと

づく協議
きょうぎ

調整
ちょうせい

による支給
しきゅう

決定
けってい

の実現
じつげん

可能性
かのうせい

 

 

【表 題
ひょうだい

】支援
しえん

ガイドライン
が い ど ら い ん

に基
もと

づく協 議
きょうぎ

調 整
ちょうせい

による支 給
しきゅう

決 定
けってい

の実 現
じつげん

可能性
かのうせい

 

【結 論
けつろん

】 

○ 支援
しえん

ガイドライン
が い ど ら い ん

に基
もと

づく協 議
きょうぎ

調 整
ちょうせい

による支 給
しきゅう

決 定
けってい

は、財 政 的
ざいせいてき

にも

実 現
じつげん

可能
かのう

である。 

 

【説 明
せつめい

】 

 支援
しえん

ガイドライン
が い ど ら い ん

に基
もと

づく協 議
きょうぎ

調 整
ちょうせい

モデル
も で る

における費用
ひよう

につき、全 国
ぜんこく

に

先駆
さきが

けて、平 成
へいせい

15年度
ねんど

支援費
しえんひ

制度
せいど

の時点
じてん

でガイドライン
が い ど ら い ん

（＊）に基
もと

づく支 給
しきゅう

決 定
けってい

方 式
ほうしき

を採 用
さいよう

した二
ふた

つの自治体
じちたい

（Ａ市
し

、Ｂ市
し

。この内
うち

、Ａ市
し

は重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

モデル
も で る

をガイドライン
が い ど ら い ん

に組
く

み込
こ

んでいる）の予算
よさん

措置
そ ち

か

ら見
み

ても、支援
しえん

ガイドライン
が い ど ら い ん

に基
もと

づく協 議
きょうぎ

調 整
ちょうせい

による支 給
しきゅう

決 定
けってい

は、

財 政 的
ざいせいてき

にも実 現
じつげん

可能
かのう

である。 

  

両 市
りょうし

のガイドライン
が い ど ら い ん

は行 政
ぎょうせい

と障 害 者
しょうがいしゃ

・家族
かぞく

、支援
しえん

関 係 者
かんけいしゃ

の合議
ごうぎ

の下
もと

で

策 定
さくてい

されるため、これに基
もと

づく協 議
きょうぎ

調 整
ちょうせい

を経
た

て支 給
しきゅう

決 定
けってい

された支援
しえん

内 容
ないよう

は、障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

や家族
かぞく

の満足度
まんぞくど

も高
たか

い。そのため、本 骨 格
ほんこっかく

提 言
ていげん

では

障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

に代
か

わる新
あら

たな支 給
しきゅう

決 定
けってい

の仕組
し く

みとし

てこれに着 目
ちゃくもく

し、「支援
しえん

ガイドライン
が い ど ら い ん

」に基
もと

づく協 議
きょうぎ

調 整
ちょうせい

による支 給
しきゅう

決 定
けってい

を提 案
ていあん

している（「Ⅰ－３選 択
せんたく

と決 定
けってい

（支 給
しきゅう

決 定
けってい

）」参 照
さんしょう

）。 

 

 Ａ市
し

、Ｂ市
し

における人 口
じんこう

に占
し

める手 帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の割 合
わりあい

は、Ａ市
し

は 4.01％、

Ｂ市
し

は 6.21％である（全 国
ぜんこく

平 均
へいきん

は 5.07％）。手 帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

のうち区分
くぶん

認 定
にんてい

を

受
う

けた者
もの

の割 合
わりあい

は、全 国
ぜんこく

平 均
へいきん

3.68％に対
たい

して、Ａ市
し

は 9.36％、Ｂ市
し

は

14.59％といずれもかなり高
たか

い。にもかかわらず、平 成
へいせい

21年度
ねんど

の資 料
しりょう

によれ

ば、Ａ市
し

は障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

に関
かん

する財 政
ざいせい

支 出
ししゅつ

が全 国
ぜんこく

平 均
へいきん

の 1.03倍
ばい

、Ｂ

市
し

は 1.15倍
ばい

とほぼ全 国
ぜんこく

平 均
へいきん

にとどまっている。 
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さらに重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

の一
ひと

つの指 標
しひょう

となる重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

についてみると、Ａ市
し

は全 国
ぜんこく

平 均
へいきん

の 3倍
ばい

、Ｂ市
し

は 7.5倍
ばい

の利用者
りようしゃ

がおり、Ａ

市
し

の障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス費
さ ー び す ひ

全 体
ぜんたい

の 19.5％、Ｂ市
し

の障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス費
さ ー び す ひ

全 体
ぜんたい

の

19％を占
し

めており、重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

の利用
りよう

が、全 国
ぜんこく

平 均
へいきん

の数 倍
すうばい

となってい

る。それにもかかわらず、総費用
そうひよう

が全 国
ぜんこく

平 均
へいきん

程度
ていど

にとどまっているのは、Ａ

市
し

・Ｂ市
し

ともに、訪 問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

の利用
りよう

が全 国
ぜんこく

平 均
へいきん

を超
こ

えている一 方
いっぽう

、単価
たんか

の高
たか

い旧 施 設
きゅうしせつ

入 所
にゅうしょ

系
けい

サービス
さ ー び す

の利用
りよう

が尐
すく

ないことがデータ
で ー た

分 析
ぶんせき

からは

推 察
すいさつ

される。 

 

 支援
しえん

ガイドライン
が い ど ら い ん

に基
もと

づく協 議
きょうぎ

調 整
ちょうせい

モデル
も で る

では費用
ひよう

が青 天 井
あおてんじょう

になるので

障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

は必 要
ひつよう

だという主 張
しゅちょう

があるが、Ａ市
し

では、支援費
しえんひ

の開始
かいし

に合
あ

わ

せてガイドライン
が い ど ら い ん

をホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

等
とう

に公 表
こうひょう

したこともあり、初期
しょき

には利用者
りようしゃ

の増加
ぞうか

がみられたが、次第
しだい

にガイドライン
が い ど ら い ん

に基
もと

づく協 議
きょうぎ

調 整
ちょうせい

が有 効
ゆうこう

に機能
きのう

して、総 利 用 量
そうりようりょう

は平 準 化
へいじゅんか

している。 

現 在
げんざい

の漸 増 分
ぜんぞうぶん

は、他
た

自治体
じちたい

からの移動
いどう

などによるものと思
おも

われる。すべて

の自治体
じちたい

が、一 定
いってい

以 上
いじょう

の支援
しえん

ガイドライン
が い ど ら い ん

に基
もと

づく協 議
きょうぎ

調 整
ちょうせい

を行
おこな

うよう

になれば、徐 々
じょくりかえし

にその問 題
もんだい

も減 尐
げんしょう

すると思
おも

われる。 

 

 以 上
いじょう

の通
とお

り、公 開
こうかい

されている限 定
げんてい

された資 料
しりょう

から見
み

てもＡ市
し

やＢ市
し

の

支援
しえん

ガイドライン
が い ど ら い ん

に基
もと

づく協 議
きょうぎ

調 整
ちょうせい

は、アメリカ
あ め り か

・カナダ
か な だ

・イギリス
い ぎ り す

・

スウェーデン
す う ぇ ー で ん

等
とう

税
ぜい

方 式
ほうしき

でサービス
さ ー び す

支 給
しきゅう

決 定
けってい

を行
おこな

っている国 々
くにぐに

で一 般 的
いっぱんてき

であるだけでなく、わが国
くに

においても実行可能
じっこうかのう

で、それほど多額
たがく

の費用
ひよう

を要
よう

す

ることなく、かつ区分
くぶん

認 定
にんてい

にかかる費用
ひよう

も負担
ふたん

等
とう

も省 略
しょうりゃく

できるものと考
かんが

えら

れる。 

さらに、このモデル
も で る

は地域
ちいき

移行
いこう

の促 進
そくしん

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

の充
みつる

実
じつ

に寄与
き よ

すると考
かんが

えられ、障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

の批 准
ひじゅん

の方 向 性
ほうこうせい

にも合致
がっち

するものと思
おも

われる。 

（なお、本 稿
ほんこう

で用
もち

いたデータ
で ー た

は、国 民
こくみん

保健
ほけん

連 合 会
れんごうかい

にデータ
で ー た

が上
あ

がる障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス費
さ ー び す ひ

の比較
ひかく

のみで、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

、補
ほ

装具
そうぐ

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

、

市
し

の補助
ほじょ

事 業
じぎょう

や、生 活
せいかつ

保護
ほ ご

の介護
かいご

扶助
ふじょ

の利用
りよう

等
とう

については検 討
けんとう

されていな

い。） 
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（＊）Ａ市
し

、Ｂ市
し

においてこれまで採 用
さいよう

されてきたガイドライン
が い ど ら い ん

を本 稿
ほんこう

では

一 括
いっかつ

して「ガイドライン
が い ど ら い ん

」と記
しる

す。このガイドライン
が い ど ら い ん

に着 目
ちゃくもく

して、本 骨 格
ほんこっかく

提 言
ていげん

で提 案
ていあん

しているものを「支援
しえん

ガイドライン
が い ど ら い ん

」と呼
よ

ぶことにする。 

 

 

(3)長時間
ちょうじかん

介助
かいじょ

などの地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

のための財源
ざいげん

措置
そ ち

 

 

【表 題
ひょうだい

】長 時 間
ちょうじかん

介 助
かいじょ

などの地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

のための財 源
ざいげん

措置
そ ち

 

【結 論
けつろん

】 

○ 国
くに

は、長 時 間
ちょうじかん

介 助
かいじょ

に必 要
ひつよう

な財 源
ざいげん

を確保
かくほ

する。 

○ 地域
ちいき

移行者
いこうしゃ

や地域
ちいき

生 活
せいかつ

をする重 度 者
じゅうどしゃ

に関
かん

する支援
しえん

サービス
さ ー び す

に関
かん

し

て、他
ほか

の支援
しえん

サービス
さ ー び す

の場合
ばあい

における負担
ふたん

と支 給
しきゅう

決 定
けってい

のあり方
かた

とは、

異
こと

なる仕組
し く

みを導 入
どうにゅう

する。 

○ 国
くに

は、地方
ちほう

自治体
じちたい

が、国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

を事 実 上
じじつじょう

のサービス
さ ー び す

の上 限
じょうげん

と

しない仕組
し く

みを財 源 的
ざいげんてき

に担
たん

保
ほ

するとともに、地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

の財 源
ざいげん

負担
ふたん

に対
たい

する十 分
じゅうぶん

な地方
ちほう

財 政
ざいせい

措置
そ ち

を講
こう

じる。 

 

【説 明
せつめい

】 

どんなに重
おも

い障 害 者
しょうがいしゃ

でも、障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

第
だい

19条
じょう

の「他
た

の者
もの

と平
ひら

等
とう

な

選 択
せんたく

の自由
じゆう

を有
ゆう

しつつ地域
ちいき

社 会
しゃかい

で生 活
せいかつ

する平 等
びょうどう

な権利
けんり

」を実 現
じつげん

すること

が求
もと

められる。長 時 間
ちょうじかん

介 助
かいじょ

も、その人
ひと

の障 害
しょうがい

特 性
とくせい

やニーズ
に ー ず

、医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

の必要度
ひつようど

等
とう

に 応
おう

じて、 日 中
にっちゅう

の 介 助
かいじょ

のみが 必 要
ひつよう

な 人
ひと

から、 24時間
じかん

の

パーソナル
ぱ ー そ な る

・アシスタンス
あ し す た ん す

が必 要
ひつよう

な人
ひと

まで、必 要
ひつよう

とされる介 助
かいじょ

内 容
ないよう

は様 々
さまざま

である。ただ、どんなに重
おも

い障 害 者
しょうがいしゃ

でも、またどこに住
す

んでいても、地域
ちいき

社 会
しゃかい

で暮
く

らす権利
けんり

が満
み

たされる為
ため

に必 要
ひつよう

な支 援 量
しえんりょう

は 提 供
ていきょう

されるべきである。

上 記
じょうき

を満
み

たし、各 人
かくじん

のニーズ
に ー ず

に応
おう

じた支援
しえん

が適
てき

切
きり

に届
とど

けられるために、

財 源
ざいげん

を確保
かくほ

して支援
しえん

することが必 要
ひつよう

である。 

 

地域
ちいき

移行者
いこうしゃ

の中
なか

には、出 身
しゅっしん

自治体
じちたい

と居 住
きょじゅう

自治体
じちたい

が分
わ

かれているケース
け ー す

が

尐
すく

なくない。住 民 票
じゅうみんひょう

がある住 所
じゅうしょ

では地域
ちいき

生 活
せいかつ

が出来
で き

なかったため、入 所
にゅうしょ
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施設
しせつ

や病 院
びょういん

に長 期 間
ちょうきかん

、社 会 的
しゃかいてき

に入 院
にゅういん

・入 所
にゅうしょ

している、という住 民 票
じゅうみんひょう

住 所
じゅうしょ

と実 際
じっさい

の居 住 地
きょじゅうち

が異
こと

なるケース
け ー す

などである。こういう人
ひと

が地域
ちいき

移行
いこう

し

た場合
ばあい

、移行先
いこうさき

が住 所 地
じゅうしょち

となるため、施設
しせつ

や病 院
びょういん

に近
ちか

い自治体
じちたい

、あるいは

重 度 者
じゅうどしゃ

の地域
ちいき

移行
いこう

を先 進 的
せんしんてき

に進
すす

めてきた自治体
じちたい

は、過 剰
かじょう

な負担
ふたん

を強
つよし

いら

れる可能性
かのうせい

がある。これが、地域
ちいき

移行
いこう

を阻
はば

害
がい

する要 因
よういん

の一
ひと

つでもある。 

 

そこで、施設
しせつ

・病 院
びょういん

から地域
ちいき

移行
いこう

する人
ひと

や親 元
おやもと

から独 立
どくりつ

して別
べつ

市 町 村
しちょうそん

で

暮
く

らす障 害 者
しょうがいしゃ

については、出 身
しゅっしん

自治体
じちたい

が一 定
いってい

年度
ねんど

の財 政
ざいせい

負担
ふたん

（恒 久 的
こうきゅうてき

か

どうかは検 討
けんとう

）をした上
うえ

で、居 住
きょじゅう

自治体
じちたい

での支 給
しきゅう

決 定
けってい

をすることも検 討
けんとう

し

てはどうか。 

例
たと

えば、入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

や病 院
びょういん

への入 院
にゅういん

・入 所 者
にゅうしょしゃ

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

移行
いこう

等
とう

を促 進
そくしん

す

るため、居 住 地
きょじゅうち

と出 身 地
しゅっしんち

で費用
ひよう

を負担
ふたん

してはどうか。（下図
か ず

参 照
さんしょう

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

やグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

、ケアホーム
け あ ほ ー む

利用者
りようしゃ

の自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

に

ついての現 行
げんこう

の居 住 地
きょじゅうち

特 例
とくれい

は当 面
とうめん

継 続
けいぞく

しつつ課題
かだい

を整理
せいり

し、施設
しせつ

・病 院
びょういん

等
とう

から地域
ちいき

移行
いこう

する人
ひと

等
とう

の扱
あつか

いと併
あわ

せて、そのあり方
かた

を慎 重
しんちょう

に検 討
けんとう

する

ことが必 要
ひつよう

である。 

 

また、現 状
げんじょう

では国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

という形
かたち

で実 質 的
じっしつてき

な予算
よさん

上 限
じょうげん

を設 定
せってい

して

いるため、尐
すく

なからぬ自治体
じちたい

が、国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

を事 実 上
じじつじょう

のサービス
さ ー び す

上 限
じょうげん

と

している。はじめに予算
よさん

ありき、ではなく、まずは障 害 者
しょうがいしゃ

のニーズ
に ー ず

を中 心
ちゅうしん

に

都道府県
25.0％

国
50.0％

居住地の市町村
25.0％

都道府県
25.0％

国
50.0％

出身地の市町村
12.5％

居住地の市町村
12.5％
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検 討
けんとう

すべきである。そのニーズ
に ー ず

を積
つ

み上
あ

げる形
かたち

で、必 要
ひつよう

な支 給
しきゅう

決 定
けってい

がなさ

れる必 要
ひつよう

がある。総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

においては、障 害 者
しょうがいしゃ

の実 態
じったい

とニーズ
に ー ず

に合
あ

わせ、

「地域
ちいき

で暮
く

らす権利
けんり

」を保 障
ほしょう

するための財 源
ざいげん

を確保
かくほ

すべきである。 

 

従
したが

って、国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

については次
つぎ

のような考
かんが

え方
かた

が考 慮
こうりょ

されるべきで

ある。 

 

（1）地域
ちいき

生 活
せいかつ

する重 度 者
じゅうどしゃ

について、現 行
げんこう

の国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

以 上
いじょう

の負担
ふたん

は国
くに

の負担
ふたん

とすることを原 則
げんそく

とする。ただ、そのことが無理
む り

な場合
ばあい

、例
たと

えば

都道府県
とどうふけん

での基金化
ききんか

も含
ふく

め市 町 村
しちょうそん

負担
ふたん

を大 幅
おおはば

に引
ひ

き下
さ

げる対 応
たいおう

を考
かんが

えるべきである。 

 

（2）ホームヘルプ
ほ ー む へ る ぷ

については、8時間
じかん

を超
こ

える支 給
しきゅう

決 定
けってい

をする場合
ばあい

は、8時間
じかん

を超
こ

える部分
ぶぶん

の市 町 村
しちょうそん

負担
ふたん

は 5％程度
ていど

に下
さ

げ、都道府県
とどうふけん

が 45％を負担
ふたん

し、

8時間
じかん

以内
いない

の支 給
しきゅう

決 定
けってい

をする場合
ばあい

および 8時間
じかん

以 上
いじょう

の支 給
しきゅう

決 定
けってい

の場合
ばあい

の 8時間分
じかんぶん

については、市 町 村
しちょうそん

負担
ふたん

を 26％とし、都道府県
とどうふけん

負担
ふたん

の 1％を

確保
かくほ

して使
つか

うようにする案
あん

を提示
ていじ

した。（図
ず

参 照
さんしょう

） 

   

なお、ホームヘルプ
ほ ー む へ る ぷ

にかかる国
くに

の負担
ふたん

割 合
わりあい

は現 行
げんこう

5割
わり

であるが、地域
ちいき

格差
かくさ

なく、必 要
ひつよう

とされるサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

が保 障
ほしょう

されるためには、 現 行
げんこう

以 上
いじょう

の国
くに

の負担
ふたん

割 合
わりあい

を検 討
けんとう

すべきである。 
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上 記
じょうき

の図
ず

で 8時間
じかん

を境
さかい

にしている理由
りゆう

は、重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

の区分
くぶん

6 の国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

が約
やく

40万 円
まんえん

で、月
つき

212時間
じかん

程度
ていど

の単価
たんか

となり、1日
にち

当
あ

たり 7時間
じかん

超
ちょう

で

あることから、8時間
じかん

を境
さかい

にしている。 


